
03-3501-8359
農林水産省 農村振興局 地域振興課
事業指導班（受付 9:30～18:15）

中山間地域等の地域資源を生かしながら「地域で稼ぐ」

こんなことに困っていませんか？

企業と連携した
調査・計画・実証

生産環境
条件の整備

商品開発から
販路開拓まで

お問合せ 元気な地域創出モデル支援 検索

＼詳しくはHPへ／

ための取組を支援する制度です！

生産環境条件が弱く
安定生産が難しい…

新しい技術で
省力化したい…

地域産品を活用した
商品を開発したい…

地域ぐるみで
販路を広げたい…



＼ ってどんな制度？／
事業内容: 中山間地域等において、「稼ぐ」ための取組を推進するため、地域外の人材や企業等と連携して

行う、地域力活用に向けた調査、計画作成、実証や、省力化作物や新たな栽培技術の導入等に向け
た生産環境条件の整備を支援します。

実施主体: 地域協議会（２者以上の農業経営体、市町村、加工又は販売を行う民間団体を含む）

成果目標: （１）全ての農業経営体の総販売額の10％以上の増加 又は
全ての農業経営体の総生産コストの10％以上の削減

（２）農業経営体の平均販売額が600万円以上 又は
全ての農業経営体の総販売額が3,000万円以上

実施期間: １年間（計画期間 ３年間）※補助期間は１年間。計画期間内（３年以内）に目標が達成できるよう取組を実施。

対象事業: 元気な地域創出モデル支援「地域力活用型」

 定額、1/2以内 （ 3,000万円 （上限）/地区）
＜地域力活用に向けた実証＞

㋐ 農業経営体の人材確保・育成に向けた取組 / ㋑ 生産技術の習得・経営分析など新たな取組 /
㋒ 省力化作物や新たな栽培技術等の導入 / ㋓ 地域の農産物を活用した商品開発 /
㋔ 作物栽培から販路確保までの一体的な取組

＜省力化作物や新たな栽培技術の導入等に向けた生産環境条件の整備＞
ア 生産環境条件の整備に必要な農業用機械等の導入 /
イ 生産環境条件の整備（ほ場及び施設）/ 
ウ 鳥獣被害防止対策 / エ 専門家等による助言

※ ㋐～㋔は地区の実情に応じて選択して実施。
※ アのうち購入は補助率1/2以内。イ及びウは、実証に必要なものに限る。

㋐ 人材確保・育成 ㋑ 生産技術の習得

㋔ 栽培～販路確保㋓ 商品開発

㋒ 省力化作物の導入

ア 農業用機械の導入 イ 生産環境条件整備 ウ 鳥獣被害防止対策

＜省力化作物や新たな栽培技術の導入等に向けた生産環境条件の整備＞

＜地域力活用に向けた実証＞

エ 専門家等による助言

農業用機械の
導入も支援！
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